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杯全国高校放送コンテストのホームページのお知らせ 

 

全国高校放送コンテスト委員会では、下記のアドレスにホームページを設けています。

このホームページでは、各部門で使用する指定の原稿用紙や台本用紙、著作権処理の説明、

今までの大会の記録やお知らせなどを公開していますので、ご活用下さい。 

 

杯全国高校放送コンテストのホームページ 

http://www.nhkk.or.jp/ncon/ncon_h/ 

（日本放送教育協会・放送教育ネットワーク ホームページ内） 

 

第 56 回 杯全国高校放送コンテスト報告号（CD-ROM）の頒布のお知らせ 

 

 全国高校放送コンテスト委員会では、昨年の第 56 回 杯全国高校放送コンテスト

報告号（CD-ROM 版）を頒布しています。この報告号には、今年のコンテスト用のテストパ

ターンのデジタルデータや昨年の大会の優勝者の原稿、優勝校の台本が掲載されています。

ご希望の方は、コンテスト事務局までご連絡下さい。１枚 1,000 円（送料込み）です。 

  



第 57 回 杯全国高校放送コンテストならびに校内放送活動研究集会開催要項 

 

１．目 的 

現代に生きる高校生の豊かな人間性の育成

と、未来への展望をもつ人間としての成長をめ

ざし、校内放送活動をメディアリテラシーの実

践として位置づけ、情報発信としての放送活動

の発展をはかる。 

 

２．ねらい 

（１）美しく豊かな日本語を大切にする心情を

育て、あわせて話す力、表現する力を高め

る。 

（２）情報発信者としての自覚を高め、あわせ

て創造性を育てる。 

（３）社会との関わりに目を向け、放送の果た

す役割を学ぶ。 

（４）人間尊重の心を培い、国際理解を深める

放送の働きを確かめる。 

（５）学園生活の中にうるおいを育て、心のふ

れあいの場をつくる。 

 

３．研究主題（統一テーマ） 

「私たち高校生と放送」 

高校生の連帯、先生方とのきずな、地域や社

会への結びつきを、日常生活の中で考え、主体

的に放送活動に展開すること。 

 

４．主 催 

全国放送教育研究会連盟・  

 

５．共 催 

社団法人全国高等学校文化連盟 

財団法人日本放送教育協会 

 

６．後 援 

文部科学省 

全国高等学校長協会 

日本私立中学高等学校連合会 

財団法人 サービスセンター 

社団法人日本放送作家協会 

 

７．コンテストの各部門 

（１）アナウンス 

（２）朗読 

（３）ラジオドキュメント 

（４）テレビドキュメント 

（５）創作ラジオドラマ 

（６）創作テレビドラマ 

８．審査員 

全国放送教育研究会連盟の推薦する者と 

ＮＨＫ職員とが審査にあたる。 

 

９．表 彰 

ドキュメント 創作ドラマ
部門

アナウ

ンス
朗読

ラジオ テレビ ラジオ テレビ

１ １ １ １ １ １

NHK 杯 
優 勝

NHK 会長賞状 

文部科学大臣賞状 

日本放送作家協会

賞品

１ １ １ １ １ １
準優勝

NHK 会長 賞状・トロフィー 

２ ２ ２ ２ １ １
優 秀

全放連理事長 賞状・楯 

６ ６ ６ ６ ２ ２
優 良

全国高校長協会・私立中高連合会 賞状・楯

50 50 10 10 ５ ５

全国高校放送コンテスト委員長賞状 入 選

メダル 楯 

20 20 10 10制作

奨励賞
  

全国高校放送コンテスト委員長賞状

 

10．校内放送活動研究集会 

 各部門の発表に加え、各部門の準決勝終了後

に、審査員による研究講座（Ⅰ～Ⅵ）を行う。 

また校内放送活動から学んだことや、校内放

送のアイディアなどを発表する機会（Ⅶ）を設

ける。研究集会Ⅶで発表した学校には、研究奨

励を授与する。 

 

11．日 程 

７月２１日（水）総合受付（～２３日） 

７月２２日（木）全部門 準々決勝 
 ７月２３日（金）全部門 準決勝・研究講座 

         校内放送研究発表会 

 ７月２４日（土）全部門 決勝 

 

12．会 場 
 国立オリンピック記念青少年総合センター 
       東京都渋谷区代々木神園町３－１ 

℡ 03-3467-7201  

    （７月２１日～２３日） 

 ホール  東京都渋谷区神南２－２－１ 

℡ 03-3465-1111  

 （７月２４日・決勝） 

 

 

 

  



第 57 回 杯全国高校放送コンテストならびに校内放送活動研究集会参加規定 

 

１．本コンテストに応募できるのは下記の学校 

とする。 

・高等学校及び中等教育学校の後期課程 

・特別支援学校の各高等部 

・高等専門学校（第３年次までの生徒） 

・専修学校及び各種学校（修業年限が高等学

校と一致していること） 

 

２．参加資格 

（１）2010 年７月現在、上記の学校・専修学

校・各種学校に在籍中の生徒及びその作品

であること。 

（２）各部門への参加は、各都道府県高等学校

放送教育研究会（視聴覚教育研究会を含

む）あるいは高等学校文化連盟の推薦によ

る。 

（３）番組制作の各部門は、高校生の創作に限

る。また、他のコンクールなどに参加した

作品の参加は認めない。 

 

３．エントリー数〔各都道府県推薦数〕 

ア ナ ウ ン ス 部 門 ６ 名

朗 読 部 門 ６ 名

ラ ジ オ ド キ ュ メ ン ト 部 門 ４作品

テ レ ビ ド キ ュ メ ン ト 部 門 ４作品

創 作 ラ ジ オ ド ラ マ 部 門 ２作品

創 作 テ レ ビ ド ラ マ 部 門 ２作品

校 内 放 送 研 究 発 表 会  ２ 校

※アナウンス・朗読部門は１名１部門とし、

番組は１部門に１校１作品とする。 

※ただし前回の地方大会の参加校数が100校
を超える都道府県は２倍まで可とする。 

※各都道府県の推薦数は上記の限度内にお

いて有効に利用されたい。フルエントリー

が望ましいが、特定の学校に推薦が偏らな

いように配慮すること。 

 

４．参加費 

ア ナ ウ ン ス 部 門  

朗  読  部  門  

1 名につき 

4,000 円 

ラジオドキュメント部門 

テレビドキュメント部門 

創作ラジオドラマ部門 

創作テレビドラマ部門 

1 作品につき

6,000 円 

校内放送研究発表会  
１校につき

3,000 円 

 

５.応募された参加作品（以下「応募作品」と  

 いう。）の著作権は、制作者（応募した学

校）と主催者に共同して帰属する。 

・主催者は、制作者の許諾を得ることなく、

主催者が行う放送（ＮＨＫオンデマンド等

の映像配信サービスを含む）、イベントでの

上映、ホームページ・印刷物への掲載等に

おいて、応募作品を、自由に利用できるも

の（業務上の必要により編集、切除その他

の改変を行うことも可）とする。 

・制作者は、主催者の許諾を得ることなく、

校内での学習活動及び学校が関わる地域の

行事等に応募作品を自由に利用することが

できるもの（改変等につき上記と同様）と

する。上記以外の利用範囲については、主

催者の事前の書面による許諾を要する。 

・制作者は、応募作品や応募作品を基に改変し

た作品を他団体の主催するコンテスト・コン

クール等に応募することはできない。 

 

※応募にあたって 

 学校は、生徒に対して次のことを周知する。 

①学校単位での応募であること 

②主催者による応募作品の利用範囲が上記

のものであること  

また、アナウンス・朗読部門に参加する生徒

に対しては、コンテスト実施中に録音・録画

がなされ、それらも上記範囲で利用されるこ

とを周知する。 

 

※個人情報について 

 主催者は、当コンテストのために集められた

個人情報については、コンテストの目的以外に

は使用しない。 

 

６．エントリー提出締切 

各都道府県事務局からの各部門の推薦およ

び校内放送研究発表会の要旨の提出は、2010

年６月 25 日（金）必着とする。 

 

７．原稿・台本などの提出締切 

アナウンス部門・朗読部門の原稿（２部）お

よび各番組の台本（１部）、校内放送研究発表

会の発表データなどの各都道府県事務局から

の提出は、2010 年７月２日（金）必着とする。 

 

 

 

  



８．送り先（問い合わせ先） 

〒150-0042 

東京都渋谷区宇田川町 41-1 第一共同ビル 

(財)日本放送教育協会内 

杯全国高校放送コンテスト事務局

 TEL:03-5457-0200 FAX:03-5457-8801  

E-Mail: ncon@nhkk.or.jp

各都道府県事務局は、申込書等を一括してコ

ンテスト事務局に送付する。学校あるいは個人

の直接の申し込み、及び作品の直送は受付けな

い。提出後のタイトル・原稿などの変更は認め

ない。問い合わせは、各都道府県事務局担当者

を通じて行うこと。 
 

９．参加費について 

参加費については、各都道府県事務局が取り

まとめ 2010 年６月 25 日（金）までに指定口座

に振り込む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



第 57 回 杯全国高校放送コンテスト アナウンス部門 規定および審査について 

 

１．アナウンス部門規定 
（１）アナウンスする内容は、自校の校内放送

に使用するものとし、原稿を生徒が自作し
たものに限る。 

（２）アナウンスのはじめに、番号と氏名を読
むこととし（学校名は読まない）、時間は
それらを含め、１分 10 秒以上１分 30 秒以
内とする。字数は制限しない。 

（３）事前に提出するアナウンス原稿は、  
様式１に従い、仕上がりＡ５版で２部（コ
ピー可）作成する。また、あわせて原稿内
容を入力したデータを提出する。なお、提
出後の内容の変更は認めない。 

 
２．審査基準 
（１）研究主題「私たち高校生と放送」のテ

ーマに沿った内容となっていること。 
（２）自校の校内放送に使用する内容でなけ

ればならない。 
（３）審査の視点 
ａ．内容 
（ア）素材の選び方は適当であるか。 
（イ）文章表現は適当であるか。 
ｂ．アナウンスの技術 
（ア）自然な発声で聞き手に伝わるようにア

ナウンスしているか。 
・発声 ・発音 ・マイクの使い方 

（イ）正しく意味を伝える表現ができている
か。 
・内容把握 ・イントネーション 
・プロミネンス ・アクセント 

（ウ）間（ポーズ）は適切か 
・テンポ ・ポーズ 

（４）点数は 100 点法とし、ａとｂの項に留意
して総合的に採点する。 

 
３．参加申込および原稿の提出 
出場者は、各都道府県事務局の指示に従うこ

と。なお、提出された原稿は返却しない。 
 

４．準々決勝 
（１）出場者は、Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｆの６

会場に分かれて、エントリー番号順に、事
前に提出した原稿をアナウンスする。 

（２）審査は、都道府県研究会の推薦する者と
コンテスト委員会の推薦する者をあわせ、
各会場６名で行う。 

（３）順位は、各会場６名の審査員の最高点、
最低点を除いた 400 点満点とし、会場ごと
に合計点の高い順に決定する。 

（４）各会場から上位 10 名、計 60 名を準決勝
出場者として推薦する。 

 
５．準決勝 
（１）準決勝出場者は、準々決勝と同じ原稿に

続けて、プログラム号に載る課題文の中か
ら 1 つを選び、アナウンスする。 

（２）審査は、準々決勝（２）と同様の審査員
５名とＮＨＫアナウンサー１名（専門職審
査員）の計６名で行う。 

（３）順位は、専門職審査員の点数を２倍にし、
他の審査員５名の最高点、最低点を除いた
500 点満点として、合計点の高い順に決定
する。この際、準々決勝の得点を参考にし
ない。 

（４）準決勝出場者 60 名から、上位 10 名を決
勝出場者として推薦する。 

 
６．校内放送活動研究集会（研究講座）Ⅰ 
朗読部門の準決勝終了後、アナウンス部門の

研究講座を行う。（朗読部門と合同） 
 
７．決勝 
（１）決勝出場者は、準々決勝と同じ原稿に続

けて、プログラム号で指示する決勝課題を
アナウンスする。 

（２）審査は、主催者が委嘱する者で行う。 
（３）順位は、審査員の点数の合計で以下の通

りに決定する。 
優勝１ 準優勝１ 優秀２ 優良６ 

この際、準決勝の得点を参考にしない。 
 
８．規定違反 
コンテストの規定に対して違反があった場

合は、失格も含め減点の対象とする。なお、重
大な違反の存在が判明した場合には、大会後に
おいても賞の取り消しをすることがある。 
減点の例としては、他の著作物の盗用、不適

切な表現、著作権処理の不備、時間規定違反な
どがあげられる。 

  



第 57 回 杯全国高校放送コンテスト 朗読部門 規定および審査について 

 

１．朗読部門規定 
（１）次の指定作品の中から１編を選び、自分

の表現したい部分を抽出して朗読する。作
品の改変は認めない。 

朗読指定作品 
１）「小僧の神様・城の崎にて」 

志賀 直哉 著（新潮文庫）

２）「美の呪力」    岡本 太郎 著（新潮文庫）

３）「永遠の出口」   森 絵都 著（集英社文庫）

４）「赤毛のアン」 

モンゴメリ 著 村岡 花子 訳（新潮文庫）

５）「枕草子」     清 少 納 言 

注意 １）は収録作品のいずれを選んでも良い。 

   ５）は現代語訳不可、出版社は問わない。 

（２）朗読のはじめに、番号、氏名、作者名（訳
者名は読まない）、作品名を読むこととし
（学校名は読まない）、時間はそれらを含
め１分 30 秒以上２分以内とする。字数は
制限しない。 

※文中の短歌・俳句は繰り返して読まない。 
 ※指定作品１）は選定した短編名を作品名と

して読むこと。 
（３）事前に提出する朗読原稿は、様式１に従

い、仕上がりＡ５版で２部（コピー可）作
成する。１）～４）については原稿表紙に
抽出部分の開始ページ数を記入する。なお、
提出後の作品、朗読箇所の変更は認めない。 

 
２．審査基準 
（１）審査の視点 
ａ．内容 
（ア）作品の選定は適当であるか。 
（イ）朗読として適切な部分を抽出している

か。 
ｂ．朗読の技術 
（ア）内容表現上、声の出し方や言葉の運び

が自然で適切か。 
・発声 ・発音 ・マイクの使い方 

（イ）正しく意味を伝える表現ができている
か。 
・内容把握 ・イントネーション 
・プロミネンス ・アクセント 

（ウ）間（ポーズ）は適切か 
・テンポ ・ポーズ 

（２）点数は 100 点法とし、ａとｂの項に留意
して総合的に採点する。 

 
３．参加申込および原稿の提出 
出場者は、各都道府県事務局の指示に従うこ

と。なお、提出された原稿は返却しない。 

４．準々決勝 
（１）出場者は、Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｆの６

会場に分かれて、エントリー番号順に、事
前に提出した原稿を朗読する。 

（２）審査は、都道府県研究会の推薦する者
とコンテスト委員会の推薦する者をあわ
せ、各会場６名で行う。 

（３）順位は、各会場６名の審査員の最高点、
最低点を除いた 400 点満点とし、会場ご
とに合計点の高い順に決定する。 

（４）各会場から上位 10 名、計 60 名を準決
勝出場者として推薦する。 

 
５．準決勝 
（１）準決勝出場者は、準々決勝と同じ原稿に

続けて、プログラム号に載る課題文を朗読
する。 

（２）審査は、準々決勝（２）と同様の審査員
５名とＮＨＫアナウンサー1名（専門職審
査員）の計６名で行う。 

（３）順位は、専門職審査員の点数を２倍にし、
他の審査員５名の最高点、最低点を除いた
500 点満点として、合計点の高い順に決定
する。この際、準々決勝の得点を参考にし
ない。 

（４）準決勝出場者 60 名から、上位 10 名を決
勝出場者として推薦する。 

 
６．校内放送活動研究集会（研究講座）Ⅱ 
朗読部門の準決勝終了後、朗読部門の研究講

座を行う。（アナウンス部門と合同） 
 
７．決勝 
（１）決勝出場者は、準々決勝と同じ原稿に続

けて、当日配布する決勝課題を朗読する。 
（２）審査は、主催者が委嘱する者で行う。 
（３）順位は、審査員の点数の合計で以下の通

りに決定する。 
優勝１ 準優勝１ 優秀２ 優良６ 

この際、準決勝の得点を参考にしない。 
 
８．規定違反 
コンテストの規定に対して違反があった場

合は、失格も含め減点の対象とする。なお、重
大な違反の存在が判明した場合には、大会後に
おいても賞の取り消しをすることがある。 
減点の例としては、作品の改変、時間規定違

反などがあげられる。 

  



第 57 回 杯全国高校放送コンテスト ラジオドキュメント部門 規定および審査について

 

１．ラジオドキュメント部門規定 

（１）高校生活や地域社会とのかかわりの中に

広く素材を求め、ラジオの特性を生かして

制作された、高校生としての視点を大切に

した、独創的な作品であること。 

（２）様式規定に従った台本１部と番組の制作

意図を入力したデータをコンテスト事務

局に事前に提出する。なお、提出後のタイ

トル・内容の変更は認めない。 

（３）作品は、６分 30 秒以上７分以内でまと

める。作品の最後には「制作は○○高等学

校（放送部・放送委員会等）でした。」と

いうクレジットコールを入れる。クレジッ

トコールには、クレジットコール以外の音

声を入れない。 

（４）作品は次のメディア・形式で収めること。 

ａ．審査用 

CD-DA 形式（音楽 CD と同じ形式）で録

音された CD-R。 

ｂ．バックアップ用 

MD（標準モードで録音し、トラックを１

つにまとめる。LP モード、Hi-MD は不

可）、またはオーディオカセットテープ

（ドルビー等のノイズリダクション方

式を使用してはいけない）。 

 

※制作に当たっての注意 

（１）審査は会場の機材を使用して行う。従っ

て作品は、大会提出前に複数の一般の機材

（CD プレーヤー）で再生できるかどうか

チェックを行うこと。 

（２）計時は最初の音から、クレジットコール

の終り（……でした）までとする。 

（３）参加作品をＮＨＫの地域放送や夏のラジ

オクラブなどで放送したり、イベントやホ

ームページ、印刷物等に利用することがあ

るので、制作にあたっては、番組に登場す

る著作物の権利者や出演者、協力していた

だいた方々などに利用のための許諾を得

ておくこと。許諾を得られないときには放

送できないことがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．審査基準 

（１）研究主題「私たち高校生と放送」のテー

マに沿った、高校生に向けた内容であるこ

と。 

（２）審査の視点 

ａ．企画・内容 

・「私たち高校生と放送」という統一テー

マを理解し、高校生をとりまく素材の中

から適切なものを求め、効果的に表現し

ているか。 

・ラジオの特性を活かした作品になってい

るか。 

ｂ．制作技術 

（ア）構成・演出 

（イ）取材の方法や努力 

（ウ）ナレーション 

（エ）技術 

・録音の技術 

・編集の技術 

・音楽や効果音の使い方 など 

（３）点数は 100 点法とし、ａとｂの項に留意
して総合的に採点する。 

 

３．参加申込および台本の提出 

出場校は、各都道府県事務局の指示に従うこ

と。なお、提出された台本は返却しない。 

 

４．作品の提出 

出場校は、審査用の CD-R とバックアップ（MD

またはカセットテープ）を準々決勝当日の出場

受付に両方とも提出する。 

 

５．準々決勝 

（１）発表は、Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄの４会場に分か

れて行う。提出された作品のうち、準決勝

に進出しなかったものは、総合受付で返却

する。準決勝に進出した作品については返

却しない。 

（２）審査は、都道府県研究会の推薦する者と

コンテスト委員会の推薦する者をあわせ

て、各会場５名で行う。 

（３）順位は、各会場５名の審査員の最高点、

最低点を除いた 300 点満点とし、会場ごと

に合計点の高い順に決定する。 

（４）各会場から上位 10 作品、計 40 作品を準

決勝に推薦する。 

 

 

 

  



６．準決勝 

（１）審査は、準々決勝（２）と同様の審査員

５名とＮＨＫ番組制作担当者 1名（専門職

審査員）の計６名で行う。 

（２）順位は、専門職審査員の点数を２倍にし、

他の審査員５名の最高点、最低点を除いた

500 点満点として、合計点の高い順に順位

を決定する。この際、準々決勝の得点を参

考にしない。 

（３）40 作品から上位４作品を決勝に推薦す

る。 

 

７．校内放送活動研究集会（研究講座）Ⅲ 

ラジオドキュメント部門の準決勝終了後、研

究講座を行う。 
 

８．決勝 

（１）審査は、主催者が委嘱する者で行う。 

（２）順位は、審査員の点数の合計で以下の通

りに決定する。 

優勝１ 準優勝１ 優秀２ 

この際、準決勝の得点を参考にしない。 

 

９．規定違反について 

コンテストの規定に対して違反があった場

合は、失格も含め減点の対象とする。なお、重

大な違反の存在が判明した場合には、大会後に

おいても賞の取り消しをすることがある。 

減点の例としては、他の著作物の盗用、不適

切な表現、著作権処理の不備、時間規定違反な

どがあげられる。 

 

10．様式規定 

（１）台本 

下記の規定に従い、仕上がりＡ５版で１

部提出する。 

 

（表中の◎の内容は必ず添付する） 
◎表  紙 

（様式２－１） 

プログラムに掲載できるタイ

トルは全角15文字までとなる。

◎制作意図 

（様式２－２） 
200字以内にまとめる。 

◎本  文 

（様式２－４） 

使用した著作物（音楽や効果音

など）がわかるような記載を必

ず入れる。 

（様式２－４以外でも可） 

◎制作スタッフ・キャスト一覧表 

（様式２－５） 

◎使用著作物 

一覧表 

（様式２－６）

作品に使用した著作物  

（音楽・効果音・新聞・書籍・

美術品・写真・パソコンソ

フ ト 及 び デ ー タ な ど ）の

一覧をすべて記載する。これ

らは、著作権処理が不要の物

であっても必ず記載する。ま

た著作物を使用しない場合に

は、表中に大きく「なし」と

記載する。 

レコード会社の音

源使用許諾申請書

および回答書 

(様式２－７) 

著作隣接権がレコー

ド会社にある音源を

使用した場合には必

ず添付する。様式２

－７を使用しない場

合は、使用を許諾さ

れた内容が記載され

た文書のコピーを必

ず添付する。 

著作権者からの使

用許諾書のコピー 

JASRAC管理の楽曲を

使用した場合は、JAS

RA Cの録音利用許諾

書のコピーを必ず添

付する。それ以外の

楽曲の場合は、使用

を認められた内容が

記載された文書のコ

ピ ー を 必 ず 添 付 す

る。 

音
源
を
使
用
し
た
場
合 

著作権フリーの条

件を示した部分の

コピー 

著作権フリーの音源

を使用した場合には

必ず添付する。 

その他 
音楽以外の著作物を利用する際にも、

必要な処理を必ず事前に行い、許諾を

示す書類を台本末尾に添付する。 

 

（２）提出メディア 

ａ．審査用の CD-R は、必要事項を入力した

様式４をレーベル面に印刷し、コンテスト

委員会から配布される指定のケースに入

れる。また、そのケースには、コンテスト

委員会から配布されるラベルに必要事項

を記入したものを貼付すること。 

ｂ．バックアップ用の MD またはカセットテ

ープとケースには、コンテスト委員会から

配布されるラベルに必要事項を記入した

ものを貼付すること。 

 

※著作物の使用について 
23ページを参照すること。 

 

 
 
 
 
 

  



第 57 回 杯全国高校放送コンテスト テレビドキュメント部門 規定および審査について

 

１．テレビドキュメント部門規定 

（１）高校生活や地域社会とのかかわりの中に

広く素材を求め、テレビの特性を生かして

制作された、高校生としての視点を大切に

した、独創的な作品であること。 

（２）様式規定に従った台本１部と番組の制作

意図を入力したデータをコンテスト事務

局に事前に提出する。なお、提出後のタイ

トル・内容の変更は認めない。 

（３）作品は、７分 30 秒以上８分以内でまと

める。作品の最後には、制作した学校のク

レジットタイトルを入れる。作品の前後に

は５秒ずつ様式３のテストパターンを録

画する。この際、テストパターンを改変し

てはいけない。 

（４）テレビ放送番組等の再録を主体としたも

のは認めない。 

（５）作品は次のメディア・形式で収めること。 

ａ．審査用 

DVD-VIDEO 形式（NTSC 規格、アスペク

ト比 4:3）で録画された DVD-R。なお、

メニューは付けない。 

ｂ．バックアップ用 

VHS テープ。なお、VHS 方式の標準モー

ドで録画し音声は Hi-Fi のみ使用する。 

 

※制作に当たっての注意 

（１）審査は会場の機材を使用して行う。従っ

て作品は、大会提出前に複数の一般の機材

（DVD プレーヤー）で再生できるかどうか

チェックを行うこと。 

（２）計時は、初めのテストパターンの終了時

から、終わりのテストパターンの始まりま

でとする。 

（３）参加作品をＮＨＫの地域放送や夏のテレ

ビクラブなどで放送したり、イベントやホ

ームページ、印刷物等に利用することがあ

るので、制作にあたっては、番組に登場す

る著作物の権利者や出演者、協力していた

だいた方々などに利用のための許諾を得

ておくこと。許諾を得られないときには放

送できないことがある。 

 

 

 

 

 

 

 

２．審査基準 

（１）研究主題「私たち高校生と放送」のテー

マに沿った、高校生に向けた内容であるこ

と。 

（２）審査の視点 

ａ．企画・内容 

・「私たち高校生と放送」という統一テー

マを理解し、高校生をとりまく素材の中

から適切なものを求め、効果的に表現し

ているか。 

・テレビの特性を活かした作品になってい

るか。 

ｂ．制作技術 

（ア）構成・演出 

（イ）取材の方法や努力 

（ウ）ナレーション 

（エ）技術 

・撮影・録音の技術 

・編集の技術 

・音楽や効果音の使い方 など 

（３）点数は 100 点法とし、ａとｂの項に留意

して総合的に採点する。 

 

３．参加申込および台本の提出 

出場校は、各都道府県事務局の指示に従うこ

と。なお、提出された台本は返却しない。 
 
４．作品の提出 
出場校は、審査用の DVD-R とバックアップ用

の VHS テープを準々決勝当日の出場受付に両

方とも提出する。 

 

５．準々決勝 

（１）発表は、Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄの４会場に分か

れて行う。提出された作品のうち、準決勝

に進出しなかったものは、総合受付で返却

する。準決勝に進出した作品については返

却しない。 

（２）審査は、都道府県研究会の推薦する者と

コンテスト委員会の推薦する者をあわせ

て、各会場５名で行う。 

（３）順位は、各会場５名の審査員の最高点、

最低点を除いた 300 点満点とし、会場ごと

に合計点の高い順に決定する。 

（４）各会場から上位 10 作品、計 40 作品を準

決勝に推薦する。 

 

 

 

  



６．準決勝 

（１）審査は、準々決勝（２）と同様の審査員

５名とＮＨＫ番組制作担当者１名（専門職

審査員）の計６名で行う。 

（２）順位は、専門職審査員の点数を２倍にし、

他の審査員５名の最高点、最低点を除いた

500 点満点として、合計点の高い順に順位

を決定する。この際、準々決勝の得点を参

考にしない。 

（３）40 作品から上位４作品を決勝に推薦す

る。 

 

７．校内放送活動研究集会（研究講座）Ⅳ 

テレビドキュメント部門の準決勝終了後、研

究講座を行う。 
 

８．決勝 

（１）審査は、主催者が委嘱する者で行う。 

（２）順位は、審査員の点数の合計で以下の通

りに決定する。 

優勝１ 準優勝１ 優秀２ 

この際、準決勝の得点を参考にしない。 

 

９．規定違反について 

コンテストの規定に対して違反があった場

合は、失格も含め減点の対象とする。なお、重

大な違反の存在が判明した場合には、大会後に

おいても賞の取り消しをすることがある。 

減点の例としては、他の著作物の盗用、不適

切な表現、著作権処理の不備、時間規定違反な

どがあげられる。 

 

10．様式規定 

（１）台本 

下記の規定に従い、仕上がりＡ５版で１

部提出する。 

 

（表中の◎の内容は必ず添付する） 

◎表  紙 

(様式２－１) 

プログラムに掲載できるタイ

トルは全角15文字までとなる。

◎制作意図 

(様式２－２) 
200字以内にまとめる。 

◎本  文 

(様式２－４) 

使用した著作物（音楽や効果音

など）がわかるような記載を必

ず入れる。 

（様式２－４以外でも可） 

◎制作スタッフ・キャスト一覧表 

(様式２－５)  

◎使用著作物 

一覧表 

(様式２－６) 

作品に使用した著作物（音楽・

効果音・新聞・書籍・美術品・

写真・パソコンソ フ ト 及 び

デ ー タ な ど ） の一覧をすべ

て記載する。これらは、著作権

処理が不要の物であっても必

ず記載する。また著作物を使用

しない場合には、表中に大きく

「なし」と記載する。 

レコード会社の音

源使用許諾申請書

および回答書 

(様式２－７) 

著作隣接権がレコー

ド会社にある音源を

使用した場合には必

ず添付する。様式２

－７を使用しない場

合は、使用を許諾さ

れた内容が記載され

た文書のコピーを必

ず添付する。 

著作権者からの使

用許諾書のコピー 

JASRAC管理の楽曲を

使用した場合は、JAS

R A Cの録音利用許諾

書のコピーを必ず添

付する。それ以外の

楽曲の場合は、使用

を認められた内容が

記載された文書のコ

ピ ー を 必 ず 添 付 す

る。 

音
源
を
使
用
し
た
場
合 

著作権フリーの条

件を示した部分の

コピー 

著作権フリーの音源

を使用した場合には

必ず添付する。 

その他 
音楽以外の著作物を利用する際にも、

必要な処理を必ず事前に行い、許諾を

示す書類を台本末尾に添付する。 

 

（２）テストパターン（様式３） 

指定のテストパターンを改変せずに使用

する。第56回コンテスト報告号（CD-ROM版）

に収録されている電子データまたはコンテ

ストホームページからダウンロードしたデ

ータを利用すること。 

 

（３）提出メディア 

ａ．審査用の DVD-R は、必要事項を入力した

様式４をレーベル面に印刷し、コンテスト

委員会から配布される指定のケースに入

れる。また、ケースには、コンテスト委員

会から配布されるラベルに必要事項を記

入したものを貼付すること。 

ｂ．バックアップ用の VHS テープとケースに

は、コンテスト委員会から配布されるラベ

ルに必要事項を記入したものを貼付する

こと。 

 

※著作物の使用について 

23ページを参照すること。 

 

  



第 57 回 杯全国高校放送コンテスト 創作ラジオドラマ部門 規定および審査について 

 

１．創作ラジオドラマ部門規定 

（１）脚本は参加資格を有する自校生徒のオリ

ジナル作品であること。文芸作品などから

の脚色や改作は認めない。 

（２）様式規定に従った台本１部と番組の制作

意図およびあらすじを入力したデータを

コンテスト事務局に事前に提出する。なお、

提出後のタイトル・内容の変更は認めない。 

（３）作品は、８分以内でまとめる。作品の最

後には「制作は○○高等学校（放送部・放

送委員会等）でした。」というクレジット

コールを入れる。クレジットコールには、

クレジットコール以外の音声を入れない。 

（４）出演者は、自校生徒に限る。 

（５）作品は次のメディア・形式で収めること。 

ａ．審査用 

CD-DA 形式（音楽 CD と同じ形式）で録

音された CD-R。 

ｂ．バックアップ用 

MD（標準モードで録音し、トラックを１

つにまとめる。LP モード、Hi-MD は不

可）、またはオーディオカセットテープ

（ドルビー等のノイズリダクション方

式を使用してはいけない）。 

 

※制作に当たっての注意 

（１）審査は会場の機材を使用して行う。従っ

て作品は、大会提出前に複数の一般の機材

（CD プレーヤー）で再生できるかどうか

チェックを行うこと。 

（２）計時は最初の音から、クレジットコール

の終り（……でした）までとする。 

（３）参加作品をＮＨＫの地域放送や夏のラジ

オクラブなどで放送したり、イベントやホ

ームページ、印刷物等に利用することがあ

るので、制作にあたっては、番組に登場す

る著作物の権利者や出演者、協力していた

だいた方々などに利用のための許諾を得

ておくこと。許諾を得られないときには放

送できないことがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．審査基準 

（１）研究主題「私たち高校生と放送」のテー

マに沿った、高校生に向けた内容であるこ

と。 

（２）審査の視点 

ａ．企画・内容 

・原作・脚本・演出などにオリジナリティ

があるか。 

・ラジオドラマの特性を活かした作品にな

っているか。 

ｂ．制作技術 

（ア）構成・演出 

（イ）取材の方法や努力 

（ウ）演技 

（エ）技術 

・録音の技術 

・編集の技術 

・音楽や効果音の使い方 など 

（３）点数は 100 点法とし、ａとｂの項に留意

して総合的に採点する。 

 

３．参加申込および台本の提出 

出場校は、各都道府県事務局の指示に従うこ

と。なお、提出された台本は返却しない。 

 

４．作品の提出 

出場校は、審査用の CD-R とバックアップ（MD

またはカセットテープ）を準々決勝当日の出場

受付に両方とも提出する。 

 

５．準々決勝 

（１）発表は、Ａ・Ｂに分かれて行う。提出さ

れた作品のうち、準決勝に進出しなかった

ものは、総合受付で返却する。準決勝に進

出した作品については返却しない。 

（２）審査は、都道府県研究会の推薦する者と

コンテスト委員会の推薦する者をあわせ

て、各会場５名で行う。 

（３）順位は、各会場５名の審査員の最高点、

最低点を除いた 300 点満点とし、会場ごと

に合計点の高い順に決定する。 

（４）各会場から上位 10 作品、計 20 作品を準

決勝に推薦する。 

 

 

 

 

 

 

  



６．準決勝 

（１）審査は、準々決勝（２）と同様の審査員

５名とＮＨＫ番組制作担当者 1名（専門職

審査員）の計６名で行う。 

（２）順位は、専門職審査員の点数を２倍にし、

他の審査員５名の最高点、最低点を除いた

500 点満点として、合計点の高い順に順位

を決定する。この際、準々決勝の得点を参

考にしない。 

（３）20 作品から上位３作品を決勝に推薦す

る。 

 

７．校内放送活動研究集会（研究講座）Ⅴ 

創作ラジオドラマ部門の準決勝終了後、研究

講座を行う。 

 

８．決勝 

（１）審査は、主催者が委嘱する者で行う。 

（２）順位は、審査員の点数の合計で以下の通

りに決定する。 

優勝１ 準優勝１ 優秀１  

この際、準決勝の得点を参考にしない。 

 

９．規定違反について 

コンテストの規定に対して違反があった場

合は、失格も含め減点の対象とする。なお、重

大な違反の存在が判明した場合には、大会後に

おいても賞の取り消しをすることがある。 

減点の例としては、他の著作物の盗用、不適

切な表現、自校生徒以外の出演、著作権処理の

不備、時間規定違反などがあげられる。 

 

10．様式規定 

（１）台本 

下記の規定に従い、仕上がりＡ５版で１

部提出する。 

 

（表中の◎の内容は必ず添付する） 
◎表  紙 

(様式２－１) 

プログラムに掲載できるタイ

トルは全角15文字までとなる。

◎制作意図 

(様式２－２) 
200字以内にまとめる。 

◎あらすじ 

(様式２－３) 

（創作ドラマ部門のみ） 

400字以内にまとめること。 

◎本  文 

(様式２－４) 

使用した著作物がすべてわかる

ような記載を必ず入れる。 

（様式２－４以外でも可） 

◎制作スタッフ・キャスト一覧表 

(様式２－５) 

◎使用著作物 作品に使用した著作物（音楽・

一覧表

(様式２－６)

効果音・新聞・書籍・美術品・

写真・パソコンソ フ ト 及 び

デ ー タ な ど ）の一覧をすべ

て記載する。これらは、著作権

処理が不要の物であっても必

ず記載する。また著作物を使用

しない場合には、表中に大きく

「なし」と記載する。 

レコード会社の音

源使用許諾申請書

および回答書 

(様式２－７) 

著作隣接権がレコー

ド会社にある音源を

使用した場合には必

ず添付する。様式２－

７を使用しない場合

は、使用を許諾された

内容が記載された文

書のコピーを必ず添

付する。 

著作権者からの使

用許諾書のコピー

JASRAC管理の楽曲を

使用した場合は、JAS

RACの録音利用許諾書

のコピーを必ず添付

する。それ以外の楽曲

の場合は、使用を認め

られた内容が記載さ

れた文書のコピーを

必ず添付する。 

音

源

を

使

用

し

た

場

合

著作権フリーの条

件を示した部分の

コピー 

著作権フリーの音源

を使用した場合には

必ず添付する。 

その他 
音楽以外の著作物を利用する際にも、

必要な処理を必ず事前に行い、許諾を

示す書類を台本末尾に添付する。 

 

（２）提出メディア 

ａ．提出用の CD-R は、必要事項を入力した

様式４をレーベル面に印刷し、コンテスト

委員会から配布される指定のケースに入

れる。また、ケースには、コンテスト委員

会から配布されるラベルに必要事項を記

入したものを貼付すること。 

ｂ．バックアップ用の MD またはカセットテ

ープとケースには、コンテスト委員会から

配布されるラベルに必要事項を記入した

ものを貼付すること。 

 

※著作物の使用について 

23ページを参照すること。 

 

 

 

 

 

  



 

第 57 回 杯全国高校放送コンテスト 創作テレビドラマ部門 規定および審査について

 

１．創作テレビドラマ部門規定 

（１）脚本は参加資格を有する自校生徒のオリ

ジナル作品であること。文芸作品などから

の脚色や改作は認めない。 

（２）様式規定に従った台本１部と作品の制作

意図およびあらすじを入力したデータを

コンテスト事務局に事前に提出する。なお、

提出後のタイトル・内容の変更は認めない。 

（３)作品は、８分以内でまとめる。作品の最

後には、制作した学校のクレジットタイト

ルを入れる。作品の前後には５秒ずつ様式

３のテストパターンを録画する。この際、

テストパターンを改変してはいけない。 

（４）出演者は、自校生徒に限る。 

（５）作品は次のメディア・形式で収めること。 

ａ．審査用 

DVD-VIDEO 形式（NTSC 規格、アスペク

ト比 4:3）で録画された DVD-R。なお、

メニューは付けない。 

ｂ．バックアップ用 

VHS テープ。なお、VHS 方式の標準モー

ドで録画し音声は Hi-Fi のみ使用する。 

 

※制作に当たっての注意 

（１）審査は会場の機材を使用して行う。従っ

て作品は、大会提出前に複数の一般の機材

（DVD プレーヤー）で再生できるかどうか

チェックを行うこと。 

（２）計時は、初めのテストパターンの終了時

から、終わりのテストパターンの始まりま

でとする。 

（３）参加作品をＮＨＫの地域放送や夏のテレ

ビクラブなどで放送したり、イベントやホ

ームページ、印刷物等に利用することがあ

るので、制作にあたっては、番組に登場す

る著作物の権利者や出演者、協力していた

だいた方々などに利用のための許諾を得

ておくこと。許諾を得られないときには放

送できないことがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．審査基準 

（１）研究主題「私たち高校生と放送」のテー

マに沿った、高校生に向けた内容であるこ

と。 

（２）審査の視点 

ａ．企画・内容 

・原作・脚本・演出などにオリジナリティ

があるか。 

・テレビドラマの特性を活かした作品にな

っているか。 

ｂ．制作技術 

（ア）構成・演出 

（イ）取材の方法や努力 

（ウ）演技 

（エ）技術 

・撮影・録音の技術 

・編集の技術 

・音楽や効果音の使い方 など 

（３）点数は 100 点法とし、ａとｂの項に留意

して総合的に採点する。 

 

３．参加申込および台本の提出 

出場校は、各都道府県事務局の指示に従うこ

と。なお、提出された台本は返却しない。 

 
４．作品の提出 
出場校は、審査用の DVD-R とバックアップ用

の VHS テープを準々決勝当日の出場受付に両

方とも提出する。 

 

５．準々決勝 

（１）発表は、Ａ・Ｂに分かれて行う。提出さ

れた作品のうち、準決勝に進出しなかった

ものは、総合受付で返却する。準決勝に進

出した作品については返却しない。 

（２）審査は、都道府県研究会の推薦する者と

コンテスト委員会の推薦する者をあわせ

て、各会場５名で行う。 

（３）順位は、各会場５名の審査員の最高点、

最低点を除いた 300 点満点とし、会場ごと

に合計点の高い順に決定する。 

（４）各会場から上位 10 作品、計 20 作品を準

決勝に推薦する。 

 

 

 

  



 

 

６．準決勝 

（１）審査は、準々決勝（２）と同様の審査員

５名とＮＨＫ番組制作担当者 1名（専門職

審査員）の計６名で行う。 

（２）順位は、専門職審査員の点数を２倍にし、

他の審査員５名の最高点、最低点を除いた

500 点満点として、合計点の高い順に順位

を決定する。この際、準々決勝の得点を参

考にしない。 

（３）20 作品から上位３作品を決勝に推薦す

る。 

 

７．校内放送活動研究集会（研究講座）Ⅵ 

創作テレビドラマ部門の準決勝終了後、研究

講座を行う。 

 

８．決勝 

（１）審査は、主催者が委嘱する者で行う。 

（２）順位は、審査員の点数の合計で以下の通

りに決定する。 

優勝１ 準優勝１ 優秀１ 

この際、準決勝の得点を参考にしない。 

 

９．規定違反について 

コンテストの規定に対して違反があった場

合は、失格も含め減点の対象とする。なお、重

大な違反の存在が判明した場合には、大会後に

おいても賞の取り消しをすることがある。 

減点の例としては、他の著作物の盗用、不適

切な表現、自校生徒以外の出演、著作権処理の

不備、時間規定違反などがあげられる。 

 

10．様式規定 

（１）台本 

下記の規定に従い、仕上がりＡ５版で１

部提出する。 

 

（表中の◎の内容は必ず添付する） 
◎表  紙 

(様式２－１) 

プログラムに掲載できるタイ

トルは全角15文字までとなる。

◎制作意図 

(様式２－２) 
200字以内にまとめる。 

◎あらすじ 

(様式２－３) 

（創作ドラマ部門のみ） 

400字以内にまとめること。 

◎本  文 

(様式２－４) 

使用した著作物がすべてわかる

ような記載を必ず入れる。 

（様式２－４以外でも可） 

◎制作スタッフ・キャスト一覧表 

(様式２－５) 

◎使用著作物

一覧表

(様式２－６)

作品に使用した著作物（音楽・

効果音・新聞・書籍・美術品・

写真・パソコンソ フ ト 及 び

デ ー タ な ど ）の一覧をすべ

て記載する。これらは、著作権

処理が不要の物であっても必

ず記載する。また著作物を使用

しない場合には、表中に大きく

「なし」と記載する。 

レコード会社の音

源使用許諾申請書

および回答書 

(様式２－７) 

著作隣接権がレコー

ド会社にある音源を

使用した場合には必

ず添付する。様式２－

７を使用しない場合

は、使用を許諾された

内容が記載された文

書のコピーを必ず添

付する。 

著作権者からの使

用許諾書のコピー

JASRAC管理の楽曲を

使用した場合は、JAS

RACの録音利用許諾書

のコピーを必ず添付

する。それ以外の楽曲

の場合は、使用を認め

られた内容が記載さ

れた文書のコピーを

必ず添付する。 

音

源

を

使

用

し

た

場

合

著作権フリーの条

件を示した部分の

コピー 

著作権フリーの音源

を使用した場合には

必ず添付する。 

その他 
音楽以外の著作物を利用する際にも、

必要な処理を必ず事前に行い、許諾を

示す書類を台本末尾に添付する。 

 

（２）テストパターン（様式３） 

指定のテストパターンを改変せずに使用

する。第56回コンテスト報告号（CD-ROM版）

に収録されている電子データまたはコンテ

ストホームページからダウンロードしたデ

ータを利用すること。 

 

（３）提出メディア 

ａ．審査用の DVD-R は、必要事項を入力した

様式４をレーベル面に印刷し、コンテスト

委員会から配布される指定のケースに入

れる。また、ケースには、コンテスト委員

会から配布されるラベルに必要事項を記

入したものを貼付すること。 

ｂ．バックアップ用の VHS テープとケースに

は、コンテスト委員会から配布されるラベ

ルに必要事項を記入したものを貼付する

こと。 

 

※著作物の使用について 

23ページを参照すること。 

  



著作物の使用について 
 

１ 作品内で使用する著作物について 
 人々や法人が創作した文芸、学術、美術、音楽などの文化的な創作物(＝著作物)は著作権法で

保護されています(「著作権」)。また、著作物の伝達に重要な役割を果たしている実演家、レコ

ード会社、放送事業者、有線放送事業者には「著作隣接権」という権利があります。 

 したがって、他人が創作した著作物を利用するときには、著作権・著作隣接権の権利処理につ

いて十分に注意する必要があります。 

 

２ 音楽著作物の使用について 
 

（１）著作隣接権処理 

 楽曲の著作権の有無にかかわらず、市販の CD 等の音源を利用する場合、様式 2-7 の用紙を    

利用し、またはレコード会社など著作隣接権の所有者が指定する方法（ファクシミリ、電子メ

ールなど）で、音源利用についての許可を得ること。著作隣接権の使用料を請求された場合に

は、参加校で支払うこと。 

 

（２）著作権処理 

 次に、音楽(楽曲)の著作権料について、その管理を JASRAC(日本音楽著作権協会)がしている

場合には JASRAC から、管理外の音楽(楽曲)についてはその著作権者から、使用許諾を受けるこ

と。著作権料を請求された場合には、参加校で支払うこと。 

手順は次のとおり(http://www.jasrac.or.jp 参照)。 

①JASRAC 管理の楽曲かどうか、JASRAC 作品検索サービス「J-WID」で確認する。 

②JASRAC 管理の日本曲を使用する場合、JASRAC 所定の申込書(ラジオ番組の場合は「録音利用

申込書」(新譜用)」および「録音利用明細書」、テレビ番組の場合は「映像ソフト録音利用申

込書(新譜用)」および「映像ソフト録音利用明細書」)に記入し、JASRAC へ著作権の手続き

をおこなう。JASRAC から利用許諾を得た上で、台本に許諾書(ラジオ番組の場合は「録音利

用許諾書」、テレビ番組の場合は「映像ソフト録音利用許諾書」のコピーを添付する。 

③外国曲(J-WID の検索で表示される作品コード(8 桁)の左から 2 番目の文字がアルファベット

で表記されているもの)や専属曲(J-WIDの作品詳細表示画面の該当区分に専属とある作品)は、

事前に権利者やレコード会社に直接連絡を取り、金額の指定を受ける必要がある。この場合

の指定金額は通常かなり高額となり、利用不可となるケースもある。 

 ④JASRAC 管理外の楽曲を利用する場合(他の著作権管理団体が管理している楽曲や管理団体に

所属していない作家の楽曲を利用する場合など)は、該当する著作権者から直接許諾を得る。 

 

（３）その他…以下については特に注意してください。 

 ・替え歌をするなど著作者の許可なく著作物を改ざんして利用することは、「著作者人格権」の

侵害行為とみなされる。 

・著作権の保護期間は作家の死後 50 年間だが、外国曲の場合、戦時加算制度により通常の保護

期間におよそ 10 年が加算される作品がある。 

・原詞・原曲の著作権が消滅していても、編曲された作品や訳詞されているものを利用する場

合、著作権の手続きが必要になる場合がある。 

・著作権音源フリーといわれる「ライブラリー音楽」を利用する場合、音源は自由に利用でき

ても著作権の手続きが必要になる場合がある。 

 

３ 音楽以外の著作物の使用について 
 音楽以外の著作物を利用する場合も、任意の様式の使用許諾書を用いて、参加校が関係権利者・

団体から利用許可を得ること。使用料を請求された場合には、参加校で支払うこと。 

 

  



様式２－６ 使用著作物一覧 （見本） 

 

   部門名 テレビドキュメント  作品名 複製から愛を込めて    学校名 絵温紺高校   

 

番号 分類 
著作物名 

（曲名・題名など） 

著作者名 

（作詞・作曲者など） 

著作者の

許諾書 

著作隣接権者名 

（歌手・演奏者・ 

 レコード会社など） 

隣接権者 

の許諾書 

オリジナルの 

所有者 

1 CD 
Ａalbum２ 

(硝子の中年） 

作詞 松本 隆 

作曲 山上達郎 
JASRAC 

ジャーニ－ズエン

タテインメント 
○ 本校生徒 

2 CD 
頭上の星/リアライト・フ

ロントライト（頭上の星） 

作詞作曲 上島みゆき 

カワハ音楽振興会 
JASRAC カワハミュージック  ○ 本校生徒 

3 CD 
ベスト・オブ・ベスト・

ベートーベン「英雄」 
消失   

べクターエンター

テイメント 
○ 本校生徒 

4 CD 
School Life Music Vol 5 

（ピョン吉の恋心） 
アーキー（株） フリー     本校放送委員会

5 CD 

べクター効果音ライブラ

リー８００ 娯楽 

（ゲームセンター風景） 

    
べクターエンター

テイメント 
○ 本校生徒 

6 効果音 ドアのきしむ音 自校生徒自作       本校放送委員会

7 演奏 これがあなたの生きる道 
作曲 近田民生 

編曲 大島里美 
JASRAC    本校吹奏楽部 

8 新聞 
平成○年○月○日付朝刊 

社説 
○○新聞社（○○記者） ○       

9 出版物 
雑誌 「週刊日曜日」 

2006.2.13 号 800 ページ 
○○出版社 ○       

10 美術品 
考える人 

（ロダン作・レプリカ） 
消失   京都国立博物館   

京都国立博物館

（屋外展示） 

11 美術品 
モナリザ 

（ダビンチ作・レプリカ） 
消失   ○○市立美術館 ○ ○○市立美術館

12 写真 労働者の写真 ○○カメラマン ○ 労働者たち ○ ○○市役所 

13 手紙 
久保隆一郎宛  

（昭和９年９月 13 日付） 
消失（太宰治）   青森県近代文学館  ○ 

青森県近代文学館

(青森県立図書館) 

14 手紙 
祖父宛 

（平成１７年１月１日） 
○○さん ○ 祖父 ○ ○○さんの祖父

15 
ラジオ 

番組 

ニュース 

（平成１８年７月２７日） 
ＮＨＫ ○ ○○さん ○   

16 
タイトル 

素材 

季節のタイトル素材集 

（ふきだし） 
（株）○○○ フリー     本校放送委員会

17 
映像 

 素材 
秋葉原の街並み 

ＮＨＫクリエイティブ・

ライブラリー 
          

18               

19               

著作権処理が不要な物には○を付けてください。

20               

 

 

著作権フリーの使用条件で所有者の確認が必要な物があります。 

 音源に関しては、レンタル店、図書館から借りたものは、使用しないでください。 

 

 

 

  



 

解説 

  これらの例は一般的なものであり、著作物を使用した際には、各自の責任において確認をしてください。 

JASRACに著作権処理を委託している作詞者・作曲者の場合は、レコード会社に使用許諾を得てから、JASRAC

の著作権処理を行ってください。 
1 

著作権の管理を JASRAC に委託していない作者の場合には、本人（もしくは所属の事務所）の使用許諾が

必要になります。なお、このケースでは、著作権の支分権〈録音・ビデオ〉は JASRAC に委託しているの

で著作権者の許諾は不要です。 

2 

著作権者が没後５０年以上たっていても、CD などの音源を利用している際には、音源使用許諾が必要に

なります。 
3 

著作権処理が不要なＣＤを販売している会社の音楽を利用した際は、著作権処理不要〈利用条件〉の書い

てある CD のジャケット面などのコピーを添付してください。 

（なお、（株）アーキー・（有）EX インダストリーのものは、コピーは必要ありません。） 

4 

効果音 CD などで「著作権フリー」とタイトルにあっても、著作隣接権の処理が必要なレコード会社もあ

るので、必ず確認してから使用してください。 
5 

6 自作・自演して自分たちで、録音・録画したものは、著作権処理は不要です。 

7 

作曲者に著作権がある場合は、著作権処理が必要です。（演奏者は、楽譜を所有している必要があります）

作曲者が、没後５０年以上（国によってこの年数が違うので注意）経過して著作権が消失している場合は、

その旨を文書にしてください。作者の著作権が消失していても編曲されている場合には、編曲者に著作権

が生じているので、気を付けてください。また、演奏者たちにも使用許諾をとることが必要になります。

8 新聞記事や出版社の印刷物をビデオで撮影する際は必ず使用許諾を得てください。 

    ※背景として新聞や本の表紙が写ってしまった場合は必要ありません。 9 

10 屋外で一般公開されている美術品については、著作権処理は必要ありません。 

11 美術館の館内での撮影や、画集などを撮影する場合は、必ず美術館や出版社に文書で確認してください。

写真を映像に記録する際には、撮影者や所有者に使用許諾を得てください。 

また被写体になった方からも許諾を得てください。 
12 

13 公開されている書簡については、所蔵している方に相談してください。 

14 親書に当たる手紙については、差出人と受取人（所有者）の双方の許可を得てください。 

15 
ラジオやテレビ番組を利用するときは、番組の複製になるので必ず使用許諾を得てください。 

また、出演者（インタビューされた人など）、音楽があった場合には、それぞれ許諾を得てください。 

著作権フリーの素材集を使用した場合は、著作権処理不要〈利用条件〉の書いてある部分のコピーを添付

してください。 
16 

NHK クリエイティブ・ライブラリー（http://www.nhk.or.jp/creative/）の利用のルールに基づいて、公

開されている素材、効果音などを使用する場合、使用許諾は必要ありません。また、このコンテストでの

使用に限り、作品内で特に「NHK クリエイティブ・ライブラリー」と表示する必要はありません。 
17 

※「どーもくん」関連素材を使用する場合には、著作者名に「ⒸNHK・TYO」を追記してください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 なお、ラジオ部門については、新聞・書籍等の引用とはっきりとわかるようにすれば（資料名をしっかりとコー

ルし、主（作品）と従（引用物）の関係が逆転していないなど）従来通り、手続き不要としますが、ラジオ番組な

ど音声による物は、引用として認められないケースがありますので、許諾を得てください。 

インターネット上の素材に関して 

インターネット上でダウンロードした音源については、著作権フリーとあっても、その使用を禁止します。また

携帯電話などの着メロ、着うたなどの使用も禁じます。 

 ただし、（株）アーキー・（有）ＥＸインダストリー・ＮＨＫクリエイティブ・ライブラリーについては、使用者

がそれぞれの会社との契約（ユーザー登録を含む）を遵守している限りは、その使用を認めます。 

インターネット上の素材の使用に関するルールが確立するまでご協力お願いいたします。

引用に関して 

 作品中における引用については、著作権法によって認められるものですが、その解釈が一律でないため判断が難

しいケースがあります。（記名記事や写真など）そこで、ビデオ部門の作品に関しては、資料を映像に残す（撮影

する）際には、必ず著作権者の許諾を得たものを使用する事とします。 

  


